
議案第２０号 

東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

令和４年３月３０日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則の一部を改正す

る規則 

 東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則（平成29年板橋区教育委員

会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

(8)  東京都板橋区立シニア学習プラザ条例（平成20年板橋区条例第

41号）第 1 条に規定する東京都板橋区立シニア学習プラザ 

別表第１に次のように加える。 

東京都板橋区立シ

ニア学習プラザ 

１  第 3 条第 1 号の場合 免除 

２  第 3 条第 2 号の場合 ５割相当額 

３  第 3 条第 3 号の場合 ３割相当額 

４  第 3 条第 4 号の場合 免除 

５  第 3 条第 5 号の場合 ５割相当額 

６  第 3 条第 6 号の場合 ３割相当額 

付 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

  組織改正に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 
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東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 新旧対照表 

 

 新 旧 

○東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 ○東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 

平成29年12月20日東京都板橋区教育委員会規則第13号 平成29年12月20日東京都板橋区教育委員会規則第13号 

第１条 略 第１条 略 

（対象施設） （対象施設） 

第２条 この規則において、教育施設とは、次に掲げる施設をいう。 第２条 この規則において、教育施設とは、次に掲げる施設をいう。 

(１)～（７） 略 (１)～（７） 略 

 （８） 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例（平成20年板橋区条例第41

号）第1条に規定する東京都板橋区立シニア学習プラザ 

 

第３条～第６条 略 第３条～第６条 略 

付則 略 付則 略 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

教育施設 減免する場合 減免する額 

東京都板橋区生涯学習

センター（付帯設備を

除く。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第5号の場合 ５割相当額 

６ 第3条第6号の場合 ３割相当額 

７ 第3条第7号の場合 ３割相当額 

東京都板橋区生涯学習

センター（付帯設備に

限る。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

東京都板橋区八ヶ岳

荘、東京都板橋区榛名

林間学園 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第4号の場合 免除 

３ 第3条第6号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第8号の場合 本人 ５割相当額 介

教育施設 減免する場合 減免する額 

東京都板橋区生涯学習

センター（付帯設備を

除く。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第5号の場合 ５割相当額 

６ 第3条第6号の場合 ３割相当額 

７ 第3条第7号の場合 ３割相当額 

東京都板橋区生涯学習

センター（付帯設備に

限る。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

東京都板橋区八ヶ岳

荘、東京都板橋区榛名

林間学園 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第4号の場合 免除 

３ 第3条第6号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第8号の場合 本人 ５割相当額 介
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護者 免除 

東京都板橋区立教育科

学館 

観

覧

料 

１ 第3条第1号

の場合 

免除 

２ 第3条第4号

の場合  

免除 

３ 第3条第8号

の場合 

本人 ５割相当額 介

護者 免除 

４ 第3条第9号

の場合 

免除 

５ 第3条第10号

の場合 

免除 

６ 第3条第11号

の場合 

５割相当額 

使

用

料 

７ 第3条第1号

の場合 

免除 

８ 第3条第2号

の場合  

５割相当額 

９ 第3条第7号

の場合 

３割相当額 

東京都板橋区郷土芸能

伝承館 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第5号の場合 ５割相当額 

６ 第3条第6号の場合 ３割相当額 

７ 第3条第7号の場合 ３割相当額 

東京都板橋区立郷土資

料館 

観

覧

料 

１ 第3条第1号

の場合 

免除 

２ 第3条第4号 免除 

護者 免除 

東京都板橋区立教育科

学館 

観

覧

料 

１ 第3条第1号

の場合 

免除 

２ 第3条第4号

の場合  

免除 

３ 第3条第8号

の場合 

本人 ５割相当額 介

護者 免除 

４ 第3条第9号

の場合 

免除 

５ 第3条第10号

の場合 

免除 

６ 第3条第11号

の場合 

５割相当額 

使

用

料 

７ 第3条第1号

の場合 

免除 

８ 第3条第2号

の場合  

５割相当額 

９ 第3条第7号

の場合 

３割相当額 

東京都板橋区郷土芸能

伝承館 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第5号の場合 ５割相当額 

６ 第3条第6号の場合 ３割相当額 

７ 第3条第7号の場合 ３割相当額 

東京都板橋区立郷土資

料館 

観

覧

料 

１ 第3条第1号

の場合 

免除 

２ 第3条第4号 免除 



3/3  

の場合  

３ 第3条第8号

の場合 

本人 ５割相当額 介

護者 免除 

４ 第3条第11号

の場合 

５割相当額 

学校施設（付帯設備を

除く。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第7号の場合 ３割相当額 

学校施設（付帯設備に

限る。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

東京都板橋区立シニア

学習プラザ 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第5号の場合 ５割相当額 

６ 第3条第6号の場合 ３割相当額 
 

の場合  

３ 第3条第8号

の場合 

本人 ５割相当額 介

護者 免除 

４ 第3条第11号

の場合 

５割相当額 

学校施設（付帯設備を

除く。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 

５ 第3条第7号の場合 ３割相当額 

学校施設（付帯設備に

限る。） 

１ 第3条第1号の場合 免除 

２ 第3条第2号の場合 ５割相当額 

３ 第3条第3号の場合 ３割相当額 

４ 第3条第4号の場合 免除 
 

以下略 以下略 

 

 

 

 

 

 

 


